
�愛媛県告示第７３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第７３７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市上林土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２２年６月２２日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 部 成 二 東温市上林甲１６６５番地

〃 渡 部 隆 明 東温市上林甲７６番地

〃 林 茂 樹 東温市上林甲３５１３番地２

〃 森 章 三 東温市上林甲５０３番地１

〃 相 原 修 東温市上林甲１０３１番地

〃 相 原 立 基 東温市上林甲８８５番地３

〃 八 木 俊 正 東温市上林甲１６４０番地４

〃 武 智 安 史 東温市上林甲１６８１番地

〃 菅 原 富 雄 東温市上林甲２０５６番地

〃 日 野 圭 策 東温市上林甲２６４１番地

〃 菅 能 英 樹 東温市上林甲２６８９番地

〃 森 正 人 東温市上林甲２５７２番地

〃 森 貞 信 東温市上林甲２９２４番地

〃 高須賀 完 吾 東温市上林甲３０７２番地

〃 高須賀 ふき子 東温市上林甲３２５６番地

監 事 森 忠 臣 東温市上林甲１６５５番地

〃 日 野 隆 東温市上林甲３２２４番地
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○ 建設業者の許可の取消し…………………………………………………４５１

○ 道路の区域変更（一般国道１９７号）……………………………………４５２
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○ 海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画……………………４５２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市具定町字重石乙６６番７６から

同町字重石乙６６番７８まで

旧 １０．０～１６．４ ０．１５６

新 １３．８～４７．６ ０．１４９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市具定町字重石乙６６番７６から

同町字重石乙６６番７８まで
平成２２年６月２３日

毎週（火・金）曜日発行 第２１７７号 平成２２年６月２２日

平成２２年６月２２日火曜日 第２１７７号
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退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 内 徹 東温市上林甲２３６番地２

〃 森 章 三 東温市上林甲５０３番地１

〃 森 数 正 東温市上林甲６８５番地

〃 山 内 鬼志男 東温市上林甲１００９番地

〃 菅 野 好 春 東温市上林甲１６３８番地

〃 渡 部 久 市 東温市上林甲１６７０番地

〃 玉 井 敬 東温市上林甲１５６６番地

〃 森 本 純 次 東温市上林甲２３０９番地

〃 渡 部 秀 樹 東温市上林甲２５２０番地２

〃 森 健 三 東温市上林甲２５７４番地

〃 渡 部 功 東温市上林甲２７２６番地

〃 森 泉 東温市上林甲２８１８番地３

〃 森 郡 平 東温市上林３０３１番地３

〃 日 野 隆 東温市上林甲３２２４番地

〃 高須賀 寛 東温市上林甲３２６１番地４

監 事 森 忠 臣 東温市上林甲１６５５番地

〃 山 内 均 東温市上林甲３５８２番地

�������
�愛媛県告示第７３８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市下林下土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２２年６月２２日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 野 中 久 重 東温市下林甲１８９９番地

〃 森 忠 能 東温市下林甲１５８１番地

〃 大 森 政 明 東温市下林甲２８２２番地６

〃 大 森 忠 昭 東温市下林甲２５５０番地２

〃 松 原 孝 征 東温市下林甲１４８９番地

〃 越 智 雄 二 東温市下林甲１９５６番地

〃 青 森 猛 東温市下林甲２４４３番地

〃 谷 松 孝 弘 東温市下林甲２７１７番地

〃 森 久 一 東温市下林乙１５２番地

〃 渡 部 高 則 東温市下林甲１７６４番地

〃 石 川 明 弘 東温市下林甲１６４７番地

〃 小 山 敏 東温市下林甲１９９６番地

〃 井 上 重 厚 東温市下林甲２３３９番地

〃 西 出 清 孝 東温市下林甲２６７９番地１

監 事 井 上 勝 美 東温市下林甲２７９７番地

〃 野 中 博 敬 東温市下林甲１８７９番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 野 中 久 重 東温市下林甲１８９９番地

〃 森 忠 能 東温市下林甲１５８１番地

〃 大 森 政 明 東温市下林甲２８２２番地６

〃 森 久 一 東温市下林乙１５２番地

〃 渡 部 高 則 東温市下林甲１７６４番地

〃 石 川 明 弘 東温市下林甲１６４７番地

〃 松 原 孝 征 東温市下林甲１４８９番地

〃 越 智 雄 二 東温市下林甲１９５６番地

〃 小 山 敏 東温市下林甲１９９６番地

〃 冨 安 洋 東温市下林甲２３３５番地

〃 青 森 猛 東温市下林甲２４４３番地

〃 武 智 永 年 東温市下林甲２６９２番地

〃 大 森 忠 昭 東温市下林甲２５５０番地

〃 谷 松 政 雄 東温市下林甲２８３１番地

監 事 井 上 勝 美 東温市下林甲２７９７番地

〃 野 中 博 敬 東温市下林甲１８７９番地
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�愛媛県告示第７３９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市見奈良土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２２年６月２２日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 池 川 尊 徳 東温市見奈良１００６番地１

〃 池 川 勝 司 東温市見奈良３５４番地１

〃 佐 伯 正 夫 東温市見奈良３５５番地５

〃 佐 伯 勝 永 東温市見奈良１００８番地

〃 北 川 尚 東温市見奈良９９２番地

〃 池 川 広 一 東温市見奈良４４８番地

〃 池 川 静 雄 東温市見奈良２５７番地

〃 池 川 和 裕 東温市見奈良３３６番地１

〃 池 川 幸 介 東温市見奈良４４５番地

〃 佐 伯 逸 夫 東温市見奈良８９８番地

監 事 池 川 武 臣 東温市見奈良９７４番地

〃 相 原 弘 茂 東温市見奈良３４０番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 池 川 尊 徳 東温市見奈良１００６番地１

〃 池 川 勝 司 東温市見奈良３５４番地１

〃 池 川 静 雄 東温市見奈良２５４番地

〃 佐 伯 勝 永 東温市見奈良１００８番地

〃 佐 伯 正 夫 東温市見奈良３５５番地５

〃 北 川 尚 東温市見奈良９９２番地

〃 池 川 和 裕 東温市見奈良３３６番地１

〃 井 門 恒 勝 東温市見奈良５８７番地

〃 池 川 仁 朗 東温市見奈良５８６番地

〃 池 川 義 晴 東温市見奈良１０１６番地

監 事 池 川 武 臣 東温市見奈良９７４番地

〃 相 原 弘 茂 東温市見奈良３４０番地

愛 媛 県 報平成２２年６月２２日 第２１７７号
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�愛媛県告示第７４０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市水泥町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２２年６月２２日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第７４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７４２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２２年６月２２日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第７４３号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２２年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 砥部伊予松山線

伊予郡砥部町七折５６９番２地先から

伊予市上三谷字春戸口甲３９７０番２地先まで
旧 ８．３～９．１ ０．１０４

伊予郡砥部町七折５８２番から

伊予市上三谷字春戸口甲３９７０番２まで
新 ９．１～１２．２ ０．１０４

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２２中局建（開）第１５号

平成２２年６月１４日
東温市田窪字外分２０５４番１

東温市田窪２０３０番地

医療法人 辻井循環器科内科

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般・特－２１）第６３５号 平成２２年
３月８日 内子建設（株） 古野 好行 喜多郡内子町川中１７７ 平成２２年

５月６日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
管工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
塗装工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１８）第３９２９号 平成１８年
５月２３日 山口工務店 山口 孝 宇和島市津島町近家甲１５９７

－１
平成２２年
５月７日 建築工事業 建設業の廃止

（事業継承）

（般－１８）第１０３５７号 平成１８年
１１月２５日 （有）秋田建設 秋田 久満 大洲市若宮２２３－１ 平成２２年

５月１７日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１７）第５２６８号 平成１７年
５月３０日 稲葉工務店 稲葉 嘉則 宇和島市津島町岩渕甲１３３２ 平成２２年

５月２４日
建築工事業
大工工事業 建設業の廃止

（般－２１）第１６６２９号 平成２２年
１月２８日 井上設備 井上 政雄 宇和島市津島町曽根８１７ 平成２２年

５月３１日

土木工事業
とび・土工工事業
管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（法人成り）
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�愛媛県告示第７４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画について

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第７７号）

第４条第７項の規定に基づき、海洋生物資源の保存及び管理に関す

る愛媛県計画（平成２１年１２月２５日付け公告）を次のとおり変更した。

平成２２年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画

１ 海洋生物資源の保存及び管理に関する方針

県は、海洋生物資源の保存及び管理の一層の推進を図るため、

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第７７号。

以下「法」という。）第３条第１項に規定する基本計画において

定められた第１種特定海洋生物資源ごとの本県における漁獲可能

量（以下「知事管理量」という。）及び第２種特定海洋生物資源

の本県の漁業者に係る漁獲努力可能量（以下「知事管理努力量」

という。）の管理に関し、次のとおり必要な措置を講じることと

する。

� 必要に応じて漁業者等の指導、採捕の数量又は漁獲努力量の

公表その他の知事管理量及び知事管理努力量の管理の実効性を

担保するための措置を講じるため、本県における第１種特定海

洋生物資源の採捕実績（他県からの入漁者の採捕実績を含む。）

及び本県の漁業者に係る第２種特定海洋生物資源の操業実績の

的確な把握に努める。

� 海洋生物資源の分布、回遊状況及び内容、当該資源を取り巻

く環境等についてのより詳細な科学的データ及び知見を蓄積す

るため、愛媛県農林水産研究所水産研究センターを中心とし、

国又は関係都道府県との連携の下、資源調査体制の充実強化を

図る。

また、引き続き従来からの資源管理型漁業を推進するほか、

法第１３条第２項に規定する協定に係る制度（以下「協定制度」

という。）の活用等により、漁業者等による自主的な資源管理

を推進することとする。

なお、本県における海洋生物資源の保存及び管理の推進に当

たっては、他県からの入漁者の採捕実績に対し妥当な配慮を払

うものとする。

２ 知事管理量に関する事項

平成２１年及び平成２２年の知事管理量は、次表のとおりである。

第１種特定
海洋生物資
源

知 事 管 理 量

平成２１年 平成２２年

平成２１年１月
から１２月まで

平成２１年７月
から平成２２年
６月まで

平成２２年１月
から１２月まで

平成２２年７月
から平成２３年
６月まで

まあじ ７，０００トン ８，０００トン

まいわし 若干 若干

まさば及び
ごまさば

若干 若干

３ 知事管理量の採捕の種類別の数量に関する事項

平成２１年及び平成２２年の知事管理量の採捕の種類別に定める数

量は、次表のとおりとする。

また、資源に対する漁獲圧力が無視できるほど小さいと認めら

れる漁業種類については、数量を明示しないこととした。

第１種特定海洋

生物資源
採捕の種類

数 量

平成２１年１月
から１２月まで

平成２２年１月
から１２月まで

まあじ
中型まき網漁業
及び小型まき網
漁業

４，９００トン ５，６００トン

４ 知事管理量（まあじにあっては、採捕の種類別の数量）に関し

実施すべき施策に関する事項

� 中型まき網漁業及び小型まき網漁業については、許可隻数を

現状以下とする等従来の操業規制を維持するほか、経済的・合

理的な漁獲のための漁業者による自主的な管理を推進するため、

協定制度の普及及び定着を図ることとする。

なお、これらの漁業を営む者に対しては、採捕数量の報告を

義務付けることとする。

� まあじの採捕を目的とする一本釣り漁業及び遊漁については、

その実態の把握に努め、数量管理の在り方について検討するこ

ととする。

� まいわし並びにまさば及びごまさばについては、現状以上に

漁獲努力量を増加させることがないように努めるとともに、漁

獲数量が前年の漁獲実績程度となるように努めることとする。

５ 知事管理努力量に関する事項

平成２１年及び平成２２年の知事管理努力量は、次表のとおりであ

る。

公 告

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号

八幡浜市松柏甲５番５から
八幡浜市松柏甲５番１６まで

及 び
八幡浜市松柏丙５５４番１から
八幡浜市松柏丙５５２番まで

旧 １１．６～１２．９
８．４～９．３

０．０２４
０．０３２

新 １４．１～１４．８
１０．３～１０．８

０．０２４
０．０３２
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第２
種特
定海
洋生
物資
源

採捕
の種
類

知 事 管 理 努 力 量

瀬戸内海 瀬戸内海 宇和海 宇和海

平成２１
年４月
１日か
ら６月
３０日ま
で

平成２１
年９月
１日か
ら１１月
３０日ま
で

平成２２
年４月
１日か
ら６月
３０日ま
で

平成２２
年９月
１日か
ら１１月
３０日ま
で

平成２１
年１０月
１日か
ら１２月
３１日ま
で

平成２２
年１０月
１日か
ら１２月
３１日ま
で

さわ
ら

さわ
ら流
し網
漁業

１６，５９０
隻日

５，８８０
隻日

１６，５９０
隻日

５，８８０
隻日

７，４９０
隻日

７，４９０
隻日

６ 知事管理努力量の採捕の種類別及び海域別の数量に関する事項

平成２１年及び平成２２年の知事管理努力量の採捕の種類別及び海

域別に定める数量は、次表のとおりとする。

第２種
特定海
洋生物
資源

採捕の
種類 海 域 期 間 漁獲努力量

さわら

流し網漁
業のうち、
さわら流
し網漁業
及びさご
し、めじ
か流し網
漁業

サワラ瀬戸内
海系群資源回
復計画に規定
する燧灘及び
安芸灘

平成２１年４月１日
から６月３０日まで

１６，５９０隻日

平成２２年４月１日
から６月３０日まで

１６，５９０隻日

サワラ瀬戸内
海系群資源回
復計画に規定
する伊予灘

平成２１年９月１日
から１１月３０日まで

５，８８０隻日

平成２２年９月１日
から１１月３０日まで

５，８８０隻日

サワラ瀬戸内
海系群資源回
復計画に規定
する宇和海

平成２１年１０月１日
から１２月３１日まで

７，４９０隻日

平成２２年１０月１日
から１２月３１日まで

７，４９０隻日

７ 知事管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項

� 瀬戸内海のさわらの資源の回復を図るため国が策定したサワ

ラ瀬戸内海系群資源回復計画の着実な実施を推進するとともに、

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６８条第１項の規定に基づく

瀬戸内海広域漁業調整委員会の指示による操業制限等が遵守さ

れるように努めることとする。

� さわら流し網漁業及びさごし、めじか流し網漁業については、

許可隻数を現状以下とする等従来の操業規制を維持するほか、

経済的・合理的な漁獲のための漁業者による自主的な管理を推

進するため、協定制度の普及及び定着を図ることとする。

なお、これらの漁業を営む者に対しては、操業海域ごとにそ

れぞれ４月１日から６月３０日までの間、９月１日から１１月３０日

までの間及び１０月１日から１２月３１日までの間における操業実績

の報告を義務付けることとする。

８ その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項

� 海洋生物資源の保存及び管理をより一層推進するためには、

より詳細かつ正確な資源状況の把握が必要であることから、漁

獲情報を的確に把握するとともに、資源に関する調査研究の充

実強化を更に進めることとする。

� 海洋生物資源の保存及び管理を推進するため、小型魚や産卵

親魚の保護等に向けた取組を進めることとする。
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